
新型コロナウイルス感染症の５類変更に伴う県の対応について

令和５年４月２５日 熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局

・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類については、私権制限に見合った「国民の生命及び健康に重大な
影響を与えるおそれ」がある状態とは考えられない※。
➡ 令和５年5月8日に現在の「新型インフルエンザ等感染症」から「５類感染症」へと変更する方針

国
の
動
き

● 県民・事業者は、自主的な感染対策を実施

本県の方針：５類変更に伴い,法に基づく私権制限は終了し,それぞれの自律的な対応に変更

１県民・事業者への働きかけ等の変更
２基本的な感染対策のポイント

※…令和5年1月27日厚生科学審議会感染症部会

新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
等感染症

５類感染症 国の方針
（令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針についてより）

【感染症法】就業制限、入院勧告等
感染者や濃厚接触者の行動制限

〇 ×
入院措置・勧告等が適用されないこととなる。一定の公費支援について、期限を区切って
継続。

【感染症法】患者情報の把握 医師の
全数届出

原則
定点把握

感染症法に基づく発生届は終了し、定点医療機関による感染動向把握に移行する。
ゲノムサーベイランスを継続する。

【感染症法】対応医療機関 感染症指定
医療機関など

原則全ての
医療機関

幅広い医療機関で受診できる体制に向けて、必要となる感染対策や準備を講じつつ国民の
安心を確保しながら段階的な移行を目指す。

【特措法】各種要請等
〇 ×

特措法に基づき実施している住民及び事業者等への感染対策に関する協力要請等の各種措
置は終了する。

これらの変更に加え、専門家からの「今後も感染拡大が生じうることを想定して、高齢者など重症化リスクの高い者を守ることも念頭
に、必要な感染対策は講じていくべき。」との提言から、基本的な感染対策の励行のお願いは継続

● 医療提供体制は、幅広い医療機関による対応に移行

３医療提供体制の移行
４基本的な外来受診・療養の流れ

資
料
２

（オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなど、科学的な前提が異なる状況になれば、ただちに対応を見直す。）

(4/17 第14回専門家会議にて決定)

特措法等に基づく措置▶自主的な感染対策の実施 限られた医療機関▶幅広い医療機関による対応
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※

※…新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）



～5/7 5/8～

基本方針 ＜特措法＞
・国の基本的対処方針に基づく県民・事業者への要請・呼び掛け

・終了▷個人・事業者は、自主的な感染対策を実施
県は、感染状況等に応じて、必要な呼び掛けを実施

県民への
要請・働きかけ

≪基本的な感染防止対策≫
・適切なﾏｽｸ着用の徹底▷（3/13）ﾏｽｸ着用は個人の判断が基本
・適切な換気の徹底、手洗い・手指消毒、三つの密の回避
・発熱時等は仕事等を休み、かかりつけ医等に電話相談

≪ﾜｸﾁﾝ接種≫
・ﾜｸﾁﾝ接種を希望される方は、早めの接種

≪医療機関の適正受診等≫
・緊急を要さない場合は、平日昼間の診療時間内に受診
・薬・食料品・検査ｷｯﾄの準備

≪検査受検≫
・症状はないが、感染に不安を感じる方への無料検査の受検要請

≪会食≫
・「会食時の感染ﾘｽｸを下げる４つのｽﾃｯﾌﾟ」を遵守

≪基本的な感染防止対策≫
・自主的な感染対策を実施

≪ﾜｸﾁﾝ接種≫
・ﾜｸﾁﾝ接種を希望される方は、接種

≪医療機関の適正受診等≫
・自主的に実施

≪検査受検≫
・終了

≪会食≫
・自主的な感染対策を実施

イベント開催制限 ・参加人数等に応じた感染防止対策の要請 ・終了▷自主的な感染対策を実施

飲食店 ・業種別ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの遵守
・「熊本県飲食店感染防止対策認証制度」の活用

・自主的な感染対策を実施
・終了

事業者

・業種別ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの遵守
・職場における感染防止のための取組み（手洗いや手指消毒、換気励行、
ﾃﾚﾋﾞ会議の活用、昼休みの時差取得、ﾃﾚﾜｰｸの推進等）の徹底

・三つの密を発生させない取組みへの協力
・従業員に対し、療養・待機期間解除後の念のための検査を促すことは控えて

・自主的な感染対策を実施

保育所等
・感染防止のための取組み（手洗いや手指消毒、換気励行等）の徹底
・感染状況等に応じて臨時休園等の判断を速やかに行うよう市町村へ依頼
・希望する場合は保育士等に対する集中的検査の実施
・市町村の代替保育の実施を支援

・自主的な感染対策を実施

学校
・文部科学省の「衛生管理マニュアル」に基づく感染防止対策の徹底
・部活動において感染防止対策を徹底した上での活動を依頼
・小学校で希望する場合は教職員に対する集中的検査の実施

・自主的な感染対策を実施

県リスクレベル ・設定 ・終了

県対策本部 ・設置 ・廃止▷今後は通常の県庁組織体制の中で方針決定・情報共有

【県】
感染状況等に
応じて、必要
な呼び掛けを
実施

１ 県民・事業者への働きかけ等の変更について

※4月上旬に商工団体と意見交換を実施済

5類変更
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基本的な感染対策 今後の考え方

マスクの着用
○ 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本。

一定の場合※にはマスク着用を推奨。

手洗い等の手指衛生

○ 新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効。

換気

「三つの密」の回避
人と人との距離の確保

○ 流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、
不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けること
が感染防止対策として有効（避けられない場合はマスク着用が有効）。

２ ５類変更後の基本的な感染対策のポイントについて

【参考】感染拡大時等の取扱い
・県民・事業者は、感染が急拡大している時期や、医療機関・高齢者施設など重症化リスクの高い方が多い場面など、
時期や場面によっては、これまでの取組みを参考に感染対策を強化していくことが考えられる。

・国・県は、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、
より強い感染対策を求めることがあり得る。

国の方針どおり、県民や事業者は、以下の考え方を踏まえ、感染対策上の必要性に加え、
経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、感染対策の実施を自主的に判断。

※…受診時や医療機関・高齢者施設等への訪問時、通勤ラッシュ等混雑した電車やバスに乗車する時

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の基本的な感染対策の考え方について」(令和5年3月31日事務連絡)を要約

（令和5年3月1３日変更）
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３ 医療提供体制の移行について

～5/7 5/8～9/30（移行期間） 10/1～3/31 R6.4/1～

基本方針 ・限られた医療機関による特別な対応 ・幅広い医療機関による自律的な通常の対応

入院調整体制

・行政(県入院調整本部・保健所)による入院調整

・行政による搬送

・医療機関が入院基準により入院の要否を判断
し、病診／病病連携により入院調整
上記を原則としつつ、医療機関間による入院
調整が困難な事例に対する行政(保健所等)に
よる支援を継続
・終了

・全ての患者について医療機関間
による調整

入院医療体制
・確保病床を有する医療機関による最大確保病床
での対応（1,131床）

・確保病床以外での受入れ環境の整備を促進す
るとともに、確保病床を重点化

・幅広い医療機関(全病院)による
対応

外来医療体制 ・診療・検査医療機関による診療 （県内777） ・外来対応医療機関による診療 ・広く一般的な医療機関による診療

宿泊・自宅療養
体制

・県内8施設1,226室▷（4/1～）県内3施設316室
・県療養支援ｾﾝﾀｰ等による相談対応
・陽性者登録、健康観察等

・終了
・健康相談専用ﾀﾞｲﾔﾙによる相談対応
・終了

・終了

相談体制 ・発熱患者専用ﾀﾞｲﾔﾙによる受診案内
・県療養支援ｾﾝﾀｰ等による相談対応(再掲)

・受診相談専用ﾀﾞｲﾔﾙによる受診案内
・健康相談専用ﾀﾞｲﾔﾙによる相談対応(再掲)

・終了
・終了

高齢者施設等に
おける対応

・感染への備えとしての取組み
（集中検査、研修、協力医療機関の確保等）

・感染への対応としての取組み
(医療支援ﾁｰﾑや感染管理ﾈｯﾄﾜｰｸの派遣)

業務継続支援ﾁｰﾑや施設間応援職員の派遣、
衛生物資等の提供、かかりまし経費の補助

・終了

公費負担

・外来医療費：全額公費支援
・入院医療費：全額公費支援

・検査費用：全額公費支援

・外来医療費：高額な治療薬費用は公費支援
・入院医療費：原則自己負担。ただし、高額療養
費の自己負担限度額から2万円減額
・終了

・（国）対応検討
・（国）対応検討

ワクチン接種 ・全額公費支援
・市町村接種や県民広域接種ｾﾝﾀｰ設置 ・市町村接種が中心

感染者数の把握・公表 ・全数把握、毎日公表 ・定点把握、週1回公表

県・市合同専門家会議 ・設置

※業務継続支援ﾁｰﾑは随時施設間応援へ移行

※集中検査は国方針に準拠

R5.4/17 第14 回熊本県・熊本市新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 決定

※10/1以降の対応については、国の動向や今夏の対応を踏まえて必要な見直しを行う可能性がある。
5類変更

【国】
診療報酬・
介護報酬の
同時改定を
通じて新型
コロナ対応
を組み込ん
だ新たな診
療報酬体系
に医療提供
体制に移行
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４ ５類変更後の基本的な外来受診・療養の流れについて

現行 5/8～9/30

移行期間

重症化リスク
の高い方

・65歳以上
の方

・基礎疾患の
ある方

・妊婦

重症化リスク
の低い方

・65歳未満
の方など
上記以外
の方

発熱等の症状 外来受診 療養

診療・検査
医療機関

＜入院＞

＜宿泊＞

＜自宅＞

無料

無料

無料

陽性者登録

・入院受入医療機関
（確保病床あり）

療養支援センター
夜間電話相談窓口

体調急変時の
健康相談

発熱患者専用
ダイヤル

受診先の相談

県民全員

発熱等の症状 外来受診 療養

外来対応
医療機関

＜入院＞

＜自宅＞

原則自己負担

・入院受入医療機関
（確保病床あり）

健康相談専用
ダイヤル

体調急変時の
健康相談

受診相談専用
ダイヤル

受診先の相談

・その他の医療機関
（確保病床なし）

原則自己負担

検査キットによる
自己検査

検査キットによる
自己検査

入院調整
行政

搬送
行政

入院調整
原則医療機関

搬送
個人/医療機関

感染時の備え

・薬

・検査キット

・食料品

感染時の備え

・薬

・検査キット

・食料品

行政

・ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ貸与
・食料の提供

…5/8～の変更点

原則自己負担

受診 受診

医療機関
逼迫時など

（窓口負担1~３割） （窓口負担1~３割）

（窓口負担1~３割）

・5月8日以降、外来を受診した際は、原則自己負担（新型コロナ治療薬を除く）。
・入院については、原則医療機関による入院調整、入院先への移動も個人・医療機関による搬送となり、医療費や食事代は原則自己負担。
・今後は、自己管理による療養に備え、薬・検査キット・食料品の備蓄など、個人による感染時の備えがより一層重要。

R5.4/17 第14 回熊本県・熊本市新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 決定

罹患後症状

4/28にリストを県HPで公表予定

罹患後症状対応医療機関
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５類変更後の療養期間の考え方について参考

なお、国・県は、感染が大きく拡大している場合には、一時的により強いお願いを行うことがある。

・発症2日前から発症後7～10日間は感染性のウイルスを排出(個人差あり)
・発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少
➡ 特に発症後５日間が他人に感染させるリスクが高い

・排出ウイルス量は症状が軽快するとともに減少するが、症状軽快後も一定期間ウイルスを排出

※…第120回厚生労働省アドバイザリーボード(令和5年4月5日)に提出された国立感染症研究所のデータをもとにした厚生労働省「感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A」より

【前提】新型コロナウイルス感染症の他人に感染させるリスク※

外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられる。その際、以下の情報を参考にする。

発症後５日間※かつ症状軽快後２４時間経過するまでの間は外出を控えることを推奨

同居の家族等が感染した場合には、自身の体調などに注意

発症後１０日間が経過するまでは、マスクを着用し、高齢者等のハイリスク者との
接触は控えることを推奨

（お世話は限られた方で行うなど注意。特に５日間は、自身の体調に注意し、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や
高齢者等のハイリスク者との接触は控える等の配慮を。）

※…発症した日を0日とする。

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の療養期間の考え方等について」(令和5年4月14日事務連絡)を要約
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（注）学校の出席停止期間の基準については、上記期間と同内容となる見込み（現在、文部科学省が学校保健安全法施行規則の改正作業中）



５ 県民への周知について

１ 基本的な感染対策

２ 外来受診・療養の流れ

３ 療養期間

５類変更後のポイント

今後、様々な広報媒体を活用し
市町村等と連携しながら県民への周知を図る

＜想定している広報媒体の例＞
県ホームページ、ＳＮＳ、新聞、テレビCM、ラジオCM、
県からのたより、市町村広報誌、チラシ など

15



一般

○感染症法に基づき、外出自粛期間を
以下設定。

①発症した後7日を経過し、かつ、
症状が軽快した後1日を経過するまで
療養期間

②上記期間後も一定期間、ﾏｽｸ着用等、
周りにうつさない配慮

○個人の判断が基本。
○厚労省事務連絡で以下推奨。

①発症した後5日を経過し、かつ、
症状が軽快した後1日を経過するまで
療養期間

②上記期間後も一定期間、ﾏｽｸ着用等、
周りにうつさない配慮

○個人の判断が基本。
○厚労省事務連絡で以下推奨。

①発症した後5日を経過し、かつ、
解熱した後2日を経過するまで
療養期間

②上記期間後も一定期間、ﾏｽｸ着用等、
周りにうつさない配慮

学校 〃

○学校保健安全法施行規則で、
出席停止期間の基準を以下設定。

・発症した後5日を経過し、かつ、
症状が軽快した後1日を経過するまで
療養期間（見込み）

○学校保健安全法施行規則で、
出席停止期間の基準を以下設定。

・発症した後5日を経過し、かつ、
解熱した後2日を経過するまで
療養期間

医療機関 〃
○各施設で判断。 ○各施設で判断。

高齢者施設 〃
○各施設で判断。 ○各施設で判断。

保育所 〃

○各施設で判断。 ○各施設で判断。

新型コロナやインフルエンザの「療養期間」の取扱いについて（概要）

・新型コロナについては、感染症法の位置づけが「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に変更。
・これにより、療養期間については、感染症法により設定されることはなくなる。
・5類感染症の季節性インフルエンザでは、個人や各施設で判断しており、新型コロナも同様に個人や各施設で判断することとなる。

新型インフルエンザ等感染症 ５類感染症

【参考】季節性インフルエンザ新型コロナ新型コロナ

【実態】
・統一基準なし。
・各施設で学校保健安全法施行規則を参考に対応。

【ｲﾝﾌﾙと同じ対応見込み】
・各施設で学校保健安全法施行規則を参考に対応。
※ｺﾛﾅは感染力が高いので慎重対応が多い可能性。

【ｲﾝﾌﾙと同じ対応見込み】
・各施設で学校保健安全法施行規則の対応。
※ｺﾛﾅは感染力が高いので慎重対応が多い可能性。

【実態】
・統一基準なし。
・概ねどの施設も学校保健安全法施行規則の対応。

感染症法分類

＊有症状の場合

【実態】
・学校保健安全法施行規則を参考に、従事者・園児
ともに対応。

【ｲﾝﾌﾙと同じ対応見込み】
・学校保健安全法施行規則を参考に、従事者・園児
ともに対応。

・厚労省がガイドラインを策定
内容）学校保健安全法施行規則に準拠

※現在、文部科学省が学校保健安全法施行規則の改正作業中
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参考

※県が概要を分かりやすく伝えるためにまとめた資料


